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札幌企業SDGs推進事業に係るロゴマーク制作業務 

公募型企画競争提案説明書 

 

１ 業務名 

札幌企業SDGs推進事業に係るロゴマーク制作業務 

 

２ 本書の目的 

本書は、「札幌企業SDGs推進事業に係るロゴマーク制作業務」の契約候補者を選定す

るための公募型企画競争に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

３ 業務内容 

別紙「業務仕様書」のとおり。 

なお、仕様書の内容は現時点での予定であり、契約候補者との協議の中で変更する

場合がある。 

 

４ 業務委託期間  

契約締結日から令和６年３月 29 日（金）まで  

 

５ 事業規模（契約限度額）  

1,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

上記の金額は事業規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲内

で行う。 

 

６ 参加資格 

 (1) 令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されてい

る者であること。 

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４に規定する事項に該当しな

い者であること。 

(3) 市区町村民税及び消費税・地方消費税を滞納していないこと。 

(4) 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成14年4月26日財政局理事決裁）の規定

に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 

７ 企画提案を求める事項 

(1) 本業務を進めるにあたっての業務への理解度 

(2) 本業務に類似する業務の実績 

(3) 作成するロゴマークのコンセプト及びデザイン 

(4) 作成するロゴマークの汎用性及び展開性 
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８ 契約候補者の選定方法 

(1) 審査 

札幌企業SDGs推進事業に係るロゴマーク制作業務企画競争実施委員会（以下「実

施委員会」という。)において、提案された企画のプレゼンテーション審査を実施し、

１者を選定する。企画提案が５者以上となった場合、下記の審査基準により、企画

提案書の書面審査を行い、プレゼンテーション審査を行う上位４者までの企画提案

を選定する。 

(2) 審査基準 

下表のとおり。 

(3) 評価方法・最低基準点 

実施委員会の各委員による採点を合計する総合点数評価とする。また、最低基準

点を満点の６割以上とし、最低基準点に満たない場合は、契約候補者としない。 

(4) 採点が同点の場合の取扱 

同点の事業者が２者以上あった場合には、実施委員会で協議のうえ選定する。 

(5) 参加者が１者であった場合 

最低基準点（満点の６割）を超えた場合に限り契約候補者として選定する。 

 

【書類審査及びプレゼンテーション審査共通基準】 

審査項目と配点 審査の視点 

１ 業務全般【20点】 

①業務への理解度（10点） ・業務の目的に沿ったスケジュール及び企画提案と

なっているか。 

②類似業務の実績（10点） ・委託業務の実行力を示す類似業務の実績及びノウ

ハウを有しているか。 

２ 企画提案内容【80点】 

①コンセプト（30点） ・札幌市の特徴が表現されており、SDGsがイメージし

やすいものになっているか。（配点15点） 

・洗練された訴求力のあるデザインとなっているか。

（配点15点） 

②デザイン（40点） ・一見して人々の心を掴むような、視覚的に惹きつ

け強く印象に残る工夫がなされているか。（配点15

点） 

・独創性が高く、他と類似しないオリジナリティを

感じさせるか。（配点10点） 

・名刺等、様々なシーンで企業が活用しやすいデザ

インとなっているか（配点15点） 

③汎用性・展開性（10点） ・広くプロモーション活動に展開しやすいものであ

るか。 

 

９ 企画提案に係る手続き・スケジュール 

(1) 手続き関係様式 

様式を定めるものは以下のとおり。 
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① 質問書 様式１ 

② 参加意向申出書 様式２ 

③ 企画提案書提出書 様式３ 

④ 企画提案者概要 様式４ 

 

(2) スケジュール 

① 質問の受付／９月12日（火）17：00まで 

 ・質問書（様式１）に、要旨を簡潔にまとめて提出すること。 

・提出方法は、電子メールとし、電話や窓口での質問は受け付けない（送信先は

後記12に記載）。 

・電子メールのタイトルは「札幌企業SDGs推進事業に係るロゴマーク制作業務 

質問書（事業者名）」とする。 

・質問の回答は、電子メールにより随時行うとともに、公開する必要があると認

める場合は、ホームページで公開する（質問を行った事業者名等は公開しない）。 

・受付期間内に到着しなかった質問書については、原則として回答しない。 

② 参加意向申出書の受付／ ９月15日（金）17：00まで 

 ・企画提案への参加を希望する事業者は、後記10(1)の「参加意向申出書（様式２）」

を提出すること。 

・提出方法は、電子データをメールで送付するとともに、書留郵便やレターパッ

ク等受領確認ができる方法で送付（締切日必着）又は持参（土・日・祝日を除く

9：00～17：00）とする（送付先は後記10に記載）。 

・参加資格審査結果は個別に通知する。 

・提出書類に不備・不足がある場合は受け付けない。 

③ 企画提案の受付／ ９月22日(金）17：00まで 

 

 

・後記10(1)の「企画提案書提出書（様式３）」「企画提案者概要（様式４）」「企画

提案書（様式任意）」「見積書（様式任意）」を全て提出すること。なお、企画提

案書については、後記10(2)の留意事項を確認の上、作成すること。 

・提出方法は、電子データをメールで送付するとともに、書留郵便やレターパッ

ク等受領確認ができる方法で送付（締切日必着）又は持参（土・日・祝日を除く

9：00～17：00）とする（送付先は後記10に記載）。 

・提出書類に不備・不足がある場合は受け付けない。 

④ 書類審査の実施／ ９月29日(金)を予定 

 
・企画提案が５者以上となった場合、上記の審査基準により、企画提案の書面審

査を行い、プレゼンテーション審査を行う上位４者までの企画提案を選定し、

企画提案提出者に通知するものとする。 

⑤ プレゼンテーション審査の実施／ ９月29日（金）～10月４日（水）を予定 

 

・企画提案者によるプレゼンテーション及び委員からのヒアリングを行い、契約

候補者を選定する。 

・開始時間や場所は、別途期日前に企画提案書を提出した事業者に連絡する。 

・審査は、１企画提案あたり、15分間（企画提案書に基づくプレゼンテーション

10分、質疑応答5分）を想定し、順次個別に行うものとする。 

・出席者は３人以内とし、事前に提出した企画提案書に基づいてプレゼンテーシ

ョンを実施すること。なお、当日のプロジェクター使用及び追加の資料配布は

認めない。 

・審査の公正を期すため、事業者名を述べることは認めない。 

・プレゼンテーションに出席しない事業者の提案は無効とする。 

・オンラインでの実施となる可能性がある。 
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⑥ 審査結果通知／ プレゼンテーション審査実施後 

 ・審査の結果は、速やかに提案者全員に対し、文書により通知する。 

・審査の過程については公表しない。 

・審査結果に対する質問は通知日から起算して10日間までの期間に受け付ける。

連絡方法は電子メール又はFAX又は電話（土・日・祝日を除く9：00～17：00）と

する。回答は質問者に対して個別に行う。 

⑦ 契約手続き／10月上旬予定 

 ・本件業務の委託契約は、上記審査により選定された事業者の企画提案を基に、

当該事業者と本市における協議・調整を経て確定した仕様書に基づき、当該事

業者から別途見積書の提出を受けた後に締結する。詳細は、選定事業者に対し

別途通知する。 

・選定した受託予定者が委託契約を辞退した場合は、企画提案の審査で次点の評

価を受けた事業者を選択する、ただし、次点の評価を受けた事業者が、最低基

準点に満たない場合は選定しない。 

 

10 提出書類及び留意事項 

(1) 提出書類 

【全ての事業者が提出する書類】 

提出書類 部数 提出期限 

参加意向申出書（様式２） 正本１部 
 ９月15日（金） 

17:00まで 

企画提案書提出書（様式３） 正本１部 

９月22日（金） 

17:00まで 

企画提案者概要（様式４） 
正本１部 

副本９部 

企画提案書（様式任意） 
正本１部 

副本９部 

見積書（様式任意） 
正本１部 

副本９部 

  

(2) 企画提案書の作成に係る留意事項 

ア 企画提案書はＡ４判（縦・横不問）、片面印刷で最大10ページ程度(表紙及び目

次を除く。)とすること。 

イ 見積書については、積算根拠が分かるように記載すること。 

なお、当該見積額は、企画書が選定された事業者との契約額を確定するもので

はない。 

ウ 審査の公正を期すため、副本には、会社名、住所、ロゴマークなど、企画提案

者を特定できる表示を付さないこと。 

エ 提出に当たっては、一式をクリップで留めることとし、ステープラーは使用し

ないこと。また、特別な製本も行わないこと。 
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11 その他留意事項 

(1) 本件企画競争に係る書類作成、提出等にかかる一切の費用は提案者の負担とす

る。 

(2) 提出書類の撤回・再提出及び修正は認めない（軽微な修正は除く）。 

(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

(4) 同一の事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

(5) 札幌市が選定にあたり必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがある。 

(6) 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

(7) 提案者は、本件企画競争に必要な場合、提出書類等を札幌市が利用することを許

諾することとする（複製の作成など）。 

(8) 提出書類は、札幌市情報公開条例に定めるところにより、公開される場合がある。 

(9) 本件企画競争の参加者は、札幌市から提供する情報を本件企画競争の提案に係る

もの以外の用途に使用してはならない。 

(10) 企画提案の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

12 企画提案書等提出・問合せ先 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目（市役所本庁舎15階北側） 

札幌市経済観光局産業振興部経済企画課企画係 担当：吉田、亀苔（かめのり） 

電話：011-211-2352 FAX：011-218-5130 

E-mail：keizaikikaku-kikaku1@city.sapporo.jp 


